
11
月
９
日
は
119
番
の
日

　
も
し
も
の
時
に
備
え
て
119
番
通

報
に
つ
い
て
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

□
通
報
時
に
伝
え
る
こ
と

火
事
の
場
合　
▼
住
所
（
近
く
の

目
標
物
、
ビ
ル
の
階
数
）
▼
何

が
燃
え
て
い
る
の
か
▼
逃
げ
遅
れ
、

け
が
人
の
有
無
▼
通
報
者
の
氏
名
、

電
話
番
号

救
急
の
場
合　
▼
住
所
（
近
く
の

目
標
物
、
ビ
ル
の
階
数
）
▼
誰
が

ど
う
し
た
か
▼
け
が
人
な
ど
の
年

齢
、
性
別
、
持
病
、
か
か
り
つ
け

の
病
院
▼
通
報
者
の
氏
名
、
電
話

番
号

□
携
帯
電
話
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

か
ら
の
119
番
通
報
の
注
意
点

　
市
境
で
通
報
し
た
場
合
、
隣
の

消
防
に
つ
な
が
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
通
信
指
令
員
が
該
当
地
域
の

消
防
に
転
送
し
ま
す
の
で
、
電
話

を
切
ら
ず
に
お
待
ち
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
GPS
機
能
が
つ
い
て
い
れ

ば
位
置
情
報
が
通
知
さ
れ
ま
す
が
、

精
度
が
数
10
ｍ
〜
１
万
ｍ
程
度
と

な
り
、
災
害
地
点
の
特
定
が
困
難

と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
聞
き

取
り
に
よ
る
位
置
特
定
が
重
要
と

な
り
ま
す
の
で
、
付
近
の
住
所
や

目
標
物
を
確
認
の
上
、
通
報
し
て

く
だ
さ
い
。

□
こ
ん
な
と
き
は
次
の
番
号
へ

火
事
の
場
所
や
状
況
が
知
り
た
い

災
害
問
合
わ
せ
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ

ス
（
☎
27
‐
１
１
１
９
）

病
院
の
案
内
、
情
報
が
知
り
た
い

救
急
医
療
情
報
セ
ン
タ
ー
（
☎
36

‐
１
１
３
３
）

小
児
の
症
状
に
応
じ
た
医
療
相
談

を
し
た
い

愛
知
県
小
児
救
急
電
話
相
談
（
☎

♯
８
０
０
０
、
052
‐
962
‐
９
９
０

０
）

□
 Net
119
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム

聴
覚
ま
た
は
音
声
・
言
語
機
能
な

ど
に
障
害
が
あ
り
、
音
声
に
よ

る
119
番
通
報
が
困
難
な
人
が
、
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
か
ら
音
声
を

用
い
ず
119
番
通
報
す
る
シ
ス
テ
ム

で
す
。
利
用
に
は
事
前
登
録
が
必

要
で
す
。

□
そ
の
他
の
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム

▼
Ｅ
メ
ー
ル
（
要
事
前
登
録
）
▼

F 

119
番
通
報
（
登
録
不
要
）
…
聴

覚
ま
た
は
音
声
・
言
語
機
能
に
障

害
が
あ
り
、
音
声
に
よ
る
通
報
が

困
難
な
人
、
ま
た
急
に
声
が
出
な

く
な
っ
た
と
き
な
ど
に
通
報
で
き

ま
す
。
詳
し
く
は
衣
浦
東
部
広
域

連
合
消
防
局
H
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

問問　
衣
浦
東
部
広
域
連
合
通
信
指

令
課
（
☎
63
‐
０
１
３
８
）

洲
原
温
水
プ
ー
ル
臨
時
休
館

時時

11
月
15
日
㈪
〜
16
日
㈫

内内　
空
調
設
備
修
繕
工
事
の
た
め

他他　
デ
イ
キ
ャ
ン
プ
場
、
テ
ニ
ス

コ
ー
ト
、
ロ
ッ
ジ
は
利
用
で
き
ま

す
。

問問　
洲
原
温
水
プ
ー
ル

（
☎
36
‐
８
１
２
２
）

　
　
　
　
　

□子ども・若者支援機関マップ　 ID 1004176
　ひきこもりやニート、不登校など、生きづらさや悩みを抱
える子ども・若者が相談できる機関や団体を紹介しています。
配布場所　 ▼冊子版… 生涯学習課、各市民センター、 

保健センターなどの公共施設
　　　　　 ▼データ版…市H
□子ども・若者総合相談窓口（予約制）
　生きづらさや悩みを抱える人に、無料相談を行っています。
時時　毎週土曜日　※年末年始を除く
場場　子ども相談センター
内内　 ひきこもり、ニート・就労、対人関係、暴力・虐待、 
LGBT　S

対対　 市内在住、在勤または在学で、おおむね40歳までの人と
その家族

申申　 相談日前日までに受付専用電話（☎95-0105）またはM
（kowaka@city.kariya.lg.jp）で生涯学習課へ。

問問　生涯学習課(☎62-1036)

11月は子ども・若者育成支援市民運動強調月間

▲子ども・若者支援機関マップ表紙

　子ども・若者が社会の一員として自立し、円滑な社会生活を営むため、基本的な生活習慣を見直し、
家庭教育の重要性を認識するとともに、子ども・若者を犯罪や有害環境から守るための取組みを地域
社会全体で推進しましょう。
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